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令和８年度予算執行方針について (依命通達) 

このことについて､ 島根県予算規則第９条の規定に基づき、

令和８年度予算執行方針を別紙のとおり定めたので、命により

通知します。 

おって､この趣旨を貴所属職員に周知徹底するとともに､適切

かつ効率的な予算執行を行うよう配意してください｡ 
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令和８年度予算執行方針 

 

令和８年度当初予算は、エネルギー価格・物価高騰対策と島

根創生の推進の両立を進めるとともに、健全な財政運営を図る

予算として編成しました。 

予算の執行に際しては、事業内容等について市町村や関係団

体等に対し十分な周知を図った上で、早期発注・実施や事業の

弾力的かつ機動的な執行により、年度の早い段階から事業効果

が十分に現れるよう取り組むことが必要です。 

また、県内経済については、エネルギー価格・物価高騰によ

る影響を踏まえ、引き続き、内外の情勢や、これまで国、県、

市町村等で実施した各種施策の効果をよく注視しながらの対応

が必要です。 

加えて、国の令和８年度当初予算の成立が遅れており、暫定

予算が見込まれることから、当初予算において国庫支出金等を

財源とした事業については、国予算の状況を随時把握し、国予

算の成立に合わせて速やかに事業発注・実施が可能となるよ

う、関係機関との調整や事前準備を進めておくことが必要で

す。 

このほか、予算の執行に当たっては、以下の点に留意する必

要があります。 

 

１ 「第２期中期財政運営方針」においては、島根創生を推進

するための施策に最優先で取り組む一方、健全な財政運営を

行うため、財政調整基金の確保や県債残高の縮減を進めてい

くこととしている。 

また、令和７年10月に改訂した「財政見通し」では、令和

12年度まで毎年度25億円を超える財源不足が生じる厳しい財

政状況にある中、「第２期中期財政運営方針」で掲げた取組

の徹底により財源を捻出し、収支均衡を図っていくこととし
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ており、今後とも、歳入の確保に努めるとともに、歳出予算

の効率的な執行を図ること。 

  

２ 県民の信頼を損ねることのないよう適正に執行すること。 

 

以上を踏まえ、次に掲げる事項に沿って適切に対応してくだ

さい。 
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１．総括的事項 

 

⑴ 県内の経済・雇用情勢を注視し、弾力的かつ機動的に対応

すること。 

 

⑵ 賃金引上げに伴う労務単価の上昇など、物価の状況を適切

に反映すること。 

 

⑶ 最小のコストで事業効果が発揮されるよう各事業の見直し

に努め執行に反映すること。特に、「予算の使い切り」の発

想を払拭し、経費の節減を徹底すること。 

 

⑷ 会計検査院の各年度決算検査報告における指摘や関連する

県の自主点検調査結果を踏まえ、「公金の取扱いの適正化等

について」(平成21年11月27日付け財第291号)、「適正な会

計処理の確保について」(令和６年11月28日付け審第191号)

に留意し、適正に執行すること。 

 

⑸ 議会における審議はもとより、監査委員や包括外部監査の

意見、県民からの意見・苦情等があった事項や業務点検委員

会における点検結果については、それらを十分に検討の上、

適切な予算執行に努めること。 

 

⑹ 次の条例及び取扱通知に基づき、県内事業者への優先発

注、県内企業の開発製品等の優先的な調達、県産品の優先的

な利用、しまねグリーン製品等環境物品の優先的な調達に引

き続き取り組むこと。 

・「島根県中小企業・小規模企業振興条例」(平成27年条例

第45号) 

・「島根県物品又は役務の調達に係る一般競争入札参加資格

の設定等に関する要綱」(平成28年２月23日付け中小第793

号)  
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・「県内中小企業者への優先発注について」(令和８年３月

16日付け中小第926号) 

・「島根県新商品による新事業分野開拓事業者認定制度の創

設について」(平成18年１月31日付け産第619号) 

・「地産地消に係る県産農林水産物及びその加工品の利用促

進について」(平成17年９月20日付けブランド第193号) 

・「令和８年度島根県グリーン調達推進方針」（令和８年３

月９日付け環第764号） 

・「公用車調達時における電動車の導入について」（令和６

年９月17日付け環第476号） 

 

⑺ 公共建築物の新築・増築又は改築、公共土木工事並びに備

品及び消耗品の調達に当たっては、「しまね県産木材の利用

促進に関する基本方針」及び「島根県木材利用率先計画」

（平成22年12月28日付け林第896号）を踏まえ、県産木材の

利用に積極的に取り組むこと。 

 

⑻  障がい者施設等で製作された物品の買入れ等については、

「島根県障がい者就労施設等からの物品等の調達方針」（令

和７年６月26日付け障第405号)等を踏まえ、積極的に取り組

むこと。 

 

⑼ 各種調達に当たっては、「女性の活躍推進に向けた県内事

業者の受注機会の増大に関する取組方針」(令和４年３月３

日付け女活第450号)を踏まえ、ワーク・ライフ・バランス等

に取り組む事業者の受注機会の増大に積極的に取り組むこ

と。 

 

⑽ 県有財産の利活用を図るため、「島根県県有財産利活用方

針」(平成26年４月策定)に基づき、県有財産の有効活用に努

めるとともに、低・未利用財産の新たな利活用を進め、財源

確保に繋げること。 
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また、施設の長寿命化及びコスト縮減の観点から、計画的

な修繕・改修や適切な施設の維持管理に努めること。 

将来的な利用が見込めない施設については、統廃合や転

用、廃止を検討するとともに、不用財産については売却を進

め、保有財産の適正化と歳入確保に努めること。 

 

⑾ 国庫補助・委託事業については、事業の必要性・効果等を

十分検討し、選択的・効率的執行を図るとともに、確実な収

入見込のもとで、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律」等に基づき適正に執行すること。 

また、関係省庁に対して、新たな制度化や制度の改善を要

望する必要がある事項については、積極的に働きかけるこ

と。 

なお、国庫補助負担事業について、超過負担など国と県と

の財政秩序を乱すおそれのあるものについては、地方分権推

進の理念も踏まえ、従来にも増してその改善を強く要望する

こと。 

 

⑿ 行政需要の複雑化・多様化に伴い、二つ以上の部（局）に

関連する事業が増加しているので、関係部局間の連絡調整を

密にし、効果的な事業実施と効率的な予算執行に努めるこ

と。 

 

⒀ 契約又は変更契約の締結及び財産の取得又は処分で、議会

の議決に付すべきものについては、議会の開会時期を念頭に

おいて計画的に執行すること。 

 

⒁ カーナビ、ディスプレイ等を購入する際には、「ＮＨＫ放

送受信契約の未締結事案に係る再発防止について（通知）」

(令和７年６月24日付け総Ｃ第161号)に基づき、業務で必要

な場合を除き、原則としてテレビ受信機能の付いていない機

器とすることとし、また、現在設置しているカーナビ等のテ
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レビ受信機能の撤去については、業務上の必要性のほか、物

理的撤去の可否や費用対効果を踏まえて検討すること。 

 

⒂ 公金の管理運用については、「令和８年度公金管理方針」

(令和８年３月10日付け審第340号)に沿って、適切に行うこ

と。 

 

⒃ 歳出予算のうち、その全部又は一部を国庫支出金等の特定

財源をもって充てるものについては、予算規則第12条の規定

により、その収入が確定した後でなければ、配当済み予算で

あっても執行できないことになっているので留意すること。 

 なお、国の予算成立の遅れに伴い、国庫補助・負担金等の

内示が遅れることが予想されるので、その状況を把握し、予

算の執行に十分留意すること。 

 

⒄ 課税取引については、「消費税の適格請求書等保存方式

（インボイス制度）に係る対応について」（令和５年８月25

日付け審第120号）に基づき、適切に行うこと。 

 

⒅ その他、予算の執行に当たって必要な事項については、別

途通知するものであること。 

 

２．歳入に関する事項 

 

⑴ 県税等一般財源の増収を図るとともに国庫支出金、使用

料、手数料等の特定財源の確保に努めること。 

特に、国庫支出金については、県の財源構成に占める割合

が高く、その収入が遅延することは、県の資金計画に多大な

影響を与えるほか、一時借入金利子の負担増にもつながるの

で、事業の進捗状況を的確に把握し、前金払、概算払等の制

度を活用して、これまで以上に早期受入れに努めること。 
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⑵ 貸付金、使用料等の債権管理については、「債権管理適正

化の推進について」（平成29年10月17日付け審第158号）、

「未収金回収の推進について」(平成27年２月10日付け審第

290号)、「島根県債権管理マニュアル(令和２年４月改訂

版)」、「債権管理初動対応マニュアル(平成27年３月策

定)」等に基づき、適正な債権の管理、保全及び回収を行う

こと。 

 

⑶ 未利用の県有財産については、管財課と十分連携の上、財

産の有効活用や売却促進に努めること。 

 

⑷ 普通財産の譲与については、「普通財産の譲与又は減額譲

渡に関する事務取扱基準」(平成17年１月12日付け管財第480

号)により、適正な事務の執行に留意すること。 

また、長期にわたる貸付については、引き続き譲渡を前提

に関係先と協議を進めること。 

 

⑸  県有資産（県が保有する公有財産、物品、印刷物、県のホ

ームページ等）の有効活用による新たな財源の確保について

は、「島根県広告事業実施要綱」(平成19年３月30日付け政

第257号)に基づき、積極的な歳入確保に努めること。 

 

⑹ 各種講座、セミナー等の有料化などについては、「各種講

座、セミナー等に係る受益者負担の考え方」(平成16年11月

８日付け財第219号)に基づき、事業実施に当たっては受益と

負担の関係を明確にしつつ、積極的な歳入確保に努めるこ

と。 

 

３．歳出に関する事項 

 

⑴ 職員の人件費は、最大の事業費であることを自覚し、県民

サービスの向上に留意すること。 



 - 8 - 

また、職員の勤務時間に関する規則において、時間外勤務

時間数の上限に関する規定が、平成31年４月に施行されたこ

とを踏まえ、事務の改革・改善を進め、引き続き時間外勤務

の縮減に取り組むこと。 

 

⑵ 義務的経費（人件費、扶助費、公債費）については、予算

計上額の範囲内で適期に執行すること。 

 

⑶ 普通建設事業費については、「島根県中小企業・小規模企

業振興条例」(平成27年条例第45号)等の趣旨を踏まえ、県内

業者への優先発注や県内下請業者優先の要請、県内産資材の

優先使用などを徹底すること。 

また、コスト縮減等による効果的・効率的な執行に努め、

事業の質的改善を図ること。 

 

⑷ 災害復旧事業費については、自然災害が県民生活に与える

影響が大きいことに鑑み、予算計上額の範囲内で早期復旧に

努めること。 

 

⑸ 補助金は、反対給付のない公金支出であり、「公益上の必

要性」が客観的に認められなければならないことに留意し、

適切に執行すること。 

特に、各種団体に対するものについては、行政監査、財政

的援助団体等監査の報告を踏まえ、適正な執行に努めるこ

と。 

なお、「県内中小企業者への優先発注について」(令和８

年３月16日付け中小第926号)に基づき、県が交付する補助事

業の実施に際し、補助事業者に対して、県内中小企業者へ発

注するよう働きかけること。 

 

⑹ 団体等に継続的に支出する会費及び会費的負担金について

は、団体等への継続加入の必要性と会費負担額の妥当性等に
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ついて見直しを行い、適正な執行に努めること。 

 

⑺ 補助金、委託料、貸付金等については、相手先の事業実施

状況等を十分把握の上、分割の方法によるなど、適時、的確

に支出すること。 

 

⑻ 「公の施設」「外郭団体」については、引き続き次の取組

を実施すること。 

① 「公の施設」 

施設の利用向上、県民サービスの質の向上とコスト縮減 

② 「外郭団体」 

「島根県が出資する法人の健全な運営に関する条例」に

基づく経営評価や「島根県外郭団体に関する指導監督指

針」を踏まえた適切な指導監督 

 

⑼ 県有施設の維持管理については、「施設維持管理の効率化

について」(平成21年４月13日付け営第16号)によりコスト縮

減に努めること。 

また、新たな保守管理の契約締結や修繕など、専門的な判

断が必要な場合には、営繕課・管財課と適宜協議すること。 

 

⑽ 各種の情報通信システムについては、運用保守や改修、調

達における効率的かつ適切な予算執行と、全庁的なシステム

の最適化を図るため、「島根県情報通信システム管理要綱」

(平成24年４月１日策定)等に基づき、情報システム推進課と

事前に協議を行い、承認を得ること。 

 

⑾ 集中管理に係る郵券料、電話料金及び燃料調達費について

は、管財課及び総務事務センターに一括予算計上して会計処

理しているが、各所属においては、過大な使用にならないよ

う留意すること。 
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⑿ 経常経費等については、行政事務の電子化、環境にやさし

い率先実行計画の取組や「長期継続契約を締結することがで

きる契約に関する条例」に基づく長期継続契約の活用などに

より、従前にも増して徹底した内部管理経費の節減に努める

こと。 

 

⒀ 支出命令に当たっては、「内国為替制度運営費導入に伴う

公金振込手数料の縮減の取組について」(令和６年８月30日

付け審第115号)を踏まえ、支払回数の縮減に努めること。 

 

⒁ 随意契約については、 地方自治法施行令第167条の２第１

項各号の規定に基づいて行われているが、このうち、いわゆ

る「一者随意契約」については、契約の透明性、公平性を確

保するため、特に慎重かつ厳正な運用を行う必要があること

から「随意契約事務の改善について」(平成18年３月６日付

け会第447号)において、「随意契約取扱指針」等が定められ

ていることを踏まえ、適正な契約事務の執行に努めること。 

 

⒂ 執行協議とされている経費については、財政課への協議を

行った後、執行すること。 

なお、この執行方針によりがたい場合については、個々に

協議の上執行すること。 

 

４．特別会計及び企業会計に関する事項 

 

特別会計及び企業会計については、独立した会計を設けた

意義・目的を十分認識の上、本県の厳しい財政状況を踏ま

え、一般会計に準じ、予算の計画的、効率的かつ適正な執行

に努めること。 


